
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容 
 県営土地改良事業の目的外用途使用者等の特別徴収（関連土地改良事

業） 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 土地改良法 

 第９１条の２第４項 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

（都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金） 

第九十一条の二 略 

２・３ 略 

４ 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設

の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、

都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大す

るもの（以下この項において「関連土地改良事業」という。）又は土地改良施

設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体

となつてその効果が増大するもの（政令で定める要件に適合するものに限る。

以下この項において「関連管理事業」という。）の施行に係る地域内にある土

地（当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限

る。）につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改

良事業計画若しくは関連管理事業計画において予定する用途以外の用途（以下

この項において「目的外用途」という。）に供するため所有権の移転等をした

場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地を目的外用途に供

するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。）には、

その者から、特別徴収金を徴収することができる。 

処 分 基 準 

設定年月日 
令和６年２月５日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  環境経済部 農政課 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 


